
1．はじめに

中国は社会主義国であり，国家としての経験が

まったくないところから出発した。建国当初は，

旧ソ連の経験に学び，「計画経済」を実施した。

その後は，改革開放を契機として，「市場経済」

に移行し，挫折を味わいながらも，中央集権的な

方法，即ち党と国家の指導に従って国情に合う方

法をもって，経済改革を模索し続けてきた。本稿

の問題意識はこの改革プロセスのうち，とくに賃

金制度に焦点を絞り，1950年代から現在にいた

るまでの中国パブリックセクターの賃金制度の変

化を，社会主義体制の下での経済改革との関連に

おいて捉え直そうとするものである。この際，パ

ブリックセクターの賃金制度に焦点を合わせる理

由は，中国は社会主義で建国以来雇用単位の所有

形式がすべて国有であり，時代の経過とともに民

営企業なども誕生したものの，政治的には依然と

して社会主義国であるため，パブリックセクター

の及ぼす影響の範囲が広いからである。パブリッ

クセクターに研究の焦点を当てることは，第1に，

政府の意図や関連施策，施策による影響を評価す

るのに好都合で，第2に，政府の意向等が民営企

業にも影響を与え続けていることから，パブリッ

クセクターを対象とする研究は民営企業の研究に

おいても一定の参考となる。

本稿は1956年，1985年，1993年，2006年の

国家機関・事業単位の賃金制度改革を素材として，

中国の賃金決定メカニズムがどのように変化して

きたのかを明らかにする。賃金決定メカニズムを

解明するに当たっては，次の2つに重点を置く。

第1に，機関・単位ごとの賃金原資とその配分原

則をどのように決め，機関・単位ごとの賃金決定

の自律性をどこまで認めるか，第2に，どのよう

な賃金項目をもって賃金を構成し，その際何を重

視するか。このような切り口から賃金決定メカニ

ズムの変化を解明することは，強力な中央集権的

社会主義経済から出発した中国経済が，いわゆる

改革開放を転機とした社会主義的市場経済に変貌

するにしたがって，賃金を決定する原理と仕組み

がどのように変わり，その現状と課題はいかなる

ものかを理解するのに役立つ。

上記の問題関心に関わる先行研究としては，大

まかに2系列の研究成果が取り上げられる。1つ

は，実務上の分析に主眼を置いた研究である。陳

耀発（2005）（1）は機関事業単位の賃金制度におけ

る歴史的変化をはじめ，1993年に制度改革が実

施されて以降のメリットとデメリットを分析し，

デメリットに関する原因の分析から解決策を提言

した。厖革英（2004）（2）は，当時の賃金分配制度

に存在している問題を指摘した。具体的には，全

国統一賃金基準を強調するあまり，地方の賃金水

準と生産力の水準との格差が大きいこと，国家の

調整機能を重視しすぎて市場の調整機能を無視す

ること，人事考課制度が完全ではなく昇給に関す

る根拠が明瞭ではないこと，賃金構成が不明瞭で

あり「活」の部分がインセンティブ機能を発揮し

ていないことなどである。なお，顧海強（2018）（3）

は2006年賃金制度に関する問題点と解決策につ
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いて次のように検討を行った。すなわち，「活」

の手当の部分が効果を発揮していないこと，人事

考課制度に問題があること，地域間および産業間

の賃金格差が大きいことを問題点として取り上げ，

その解決策を提示したのである。ここで，「活」

の部分とは，「固定金額」と対になる概念で，地

域的な物価水準などと関連しており，省あるいは

市に「活」に関する裁量権が与えられ，ほとんど

が手当として支給されることをいう。「固定金額」

とは，賃金項目のうち，国家が統一的に設定をし

た金額の部分を指す。

もう1つの先行研究は，賃金体系という視点か

らより理論的に賃金制度を分析したものである。

そもそも賃金体系に関しては，日本での研究蓄積

が分厚い。たとえば，森（2007）（4）は，八幡製鉄

所の事例に基づき，日本の賃金体系が，主に属人

的な基本給と業績対応の能率給から構成され，生

活保障と能率・能力評価の両者を含んだ形として

進化する過程を考察した。なお，禹（2016）（5）は，

森（2007）を参照しながらも，日本の賃金体系が，

生活給と能力給の両者を含んだ構造を形成するに

至った内的ロジックを検討した。すなわち，ホワ

イトカラー並みの待遇を求めたブルーカラーの願

望が実を結んだ結果，日本の賃金体系が，生活対

応と能力対応の両側面を併せ持つようになったと

指摘したのである。では，中国においてはどのよ

うな賃金項目をもって賃金体系が構成され，その

うちどのような賃金項目が重視されるようになっ

たのだろうか。

この視点を取り入れながら，より広い角度から

中国の賃金制度を分析した研究に李（2000）（6）が

ある。李の研究は，賃金体系だけでなく，すでに

述べた賃金決定メカニズムに関する第1の論点を

含む。これに関し，李は，1950年代から90年代

に至る過程で，中国における賃金原資とその分配

の決定および国有企業の自律性が，市場経済の導

入によってどのように変わってくるのかを，国有

企業の事例に基づいて体系的に分析している。一

方，賃金体系に関しては，改革開放以前「平等主

義」的であったものが，以降「職務給」をその柱

の一つとする「構造賃金制」に変わってくる過程

を理論的に分析した。このように，李の研究は優

れたものであるが，ただし，本稿の問題関心に照

らした際に課題がないわけではない。その一つは，

李の研究は収益を目指す国有企業を分析対象とし

ているゆえ，一般的なパブリックセクターとは異

なる側面を有するということである。もう一つは，

1990年代半ばまでで分析が終わっているゆえ，

その後の展開を掘り下げる必要があることである。

そして，とくに中国の賃金体系がどのような賃金

項目をもって構成され，そのうち何が重視される

かについては，より綿密に分析しなければならな

いということである。これらをふまえ，本稿では，

中国パブリックセクターにおける1950年代から

現在までの賃金原資の配分と自律性をめぐるメカ

ニズムの変遷を体系的に考察する。同時に，その

過程のなかで形成される賃金体系を具体的に分析

する。これらをとおして，中国パブリックセクター

における賃金決定メカニズムの全体像を浮き彫り

にする。

この課題にアプローチするにあたり，本稿では，

主に文献研究に依拠し，賃金政策と賃金制度の変

化を歴史的に追う手法を採用する。基本的に国家，

省，市，単位ごとの賃金政策・制度を分析するが，

中国でパブリックセクターに属する機関や単位の

種類が多岐にわたるため，本稿ではその対象を主

に機関と国立大学に絞って分析する。以下，2節

から 5節まで 1956年，1985年，1993年，2006

年の賃金制度改革を順に考察し，最後のおわりに

て本稿の結論をまとめる。

2．1956年賃金制度の改革

1956年までの中国機関，事業単位における賃

金制度の特徴として，様々な制度が同時に存在し

ていたことがあげられる。例をあげると，貨幣賃

金制度（賃金制）や実物賃金制度（供給制）で，

1956年の賃金改革の指導思想は賃金水準を高め，

賃金制度を改革することにあった。1956年に公

布された「国務院関与工資改革中若干具体問題的

規定」によると，改革の範囲は国営企業，供銷合

作社企業（7），全業界公私合営する前の公私合営企
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業単位，事業単位と国家機関となっている。具体

的には賃金分配制度と物価手当制度を取り消し，

貨幣を利用する賃金基準を定める，あるいは企業

従業員と機関労働者における職務等級賃金制度を

改善し，職務の順位によって職務等級および金額

基準を決めること（表1参照）であった。

表1から，2つのことが確認できる。1つは，

たとえば，勤務員の賃金は20～42.5元であるの

に対し，事務員のそれは37.5～70元，課員のそ

れは54～112元で，職務間の賃金の重なり合いが

少なく，職務間の賃金の差が比較的大きいことで

ある。もう1つは，たとえば課員の場合，その最

高給は最低給の2.1倍（112/54）くらいで，賃金

の年功制の程度は大きくないことである。

1956年賃金制度の改革を通じて，職務等級賃

金制度によって中国の賃金制度の基礎が築かれた。

一方，その時代に全国11の地域ごとに賃金基準

が分けられた。地域ではそれぞれの賃金基準を定

めた上で職務等級制が実施された。例えば，行政

人員は30等級，大学教員は13等級（8）というよ

うな賃金制度（表2参照）である。

総じて，この時期の賃金決定メカニズムは，第

1に，機関・単位の自律性はほとんどなく，各省

は国家の規制化のもとで，特殊な事情に対する補
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表1 国家機関労働者の賃金基準（1956年）
（単位：元）

級
別

賃金基準（11工資区）
職 務

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 560 577 593.5 610.5 627 644 661 677.5 694.5 711 728 主席副主席
委員長副
委員長総
理副総理

2 505 520 535.5 550.5 565.5 581 596 611 626 641.5 656.5

3 450 463.5 477 490.5 504 517.5 531 544.5 558 571.5 585

4 400 412 424 436 448 460 472 484 496 508 520
秘書長委
員各委員
会正副主
任委員正
副部長委
員正副主
任等

5 360 371 381.5 392.5 403 414 425 435.5 446.5 457 468

正副省長
正副省級市
長

6 320 329.5 339 349 358.5 368 377.5 387 397 406.5 416

弁公
庁正
副主
任

国務院秘書
庁正副主任
直属局正副
局長正副局
長正副行長
正副社長等

7 280 288.5 297 305 313.5 322 330.5 339 347 355.5 364

8 250 257.5 265 272.5 280 287.5 295 302.5 310 317.5 325
行署級正
副主任正
副市長

各部委
正副主
任司局
長

9 220 226.5 233 240 246.5 253 259.5 266 273 279.5 286

人大正
副処長
正副組
長国務
院直属
局行社
室会処
長

10 190 195.5 201.5 207 213 218.5 224 230 235.5 241.5 247

専員級正
副専員正
副市長

11 170 175 180 185.5 190.5 195.5 200.5 205.5 211 216 221

正副県長
正副市長

直属
局部
委司
局属
課長

12 150 154.5 159 163.5 168 172.5 177 181.5 186 190.5 195

13 135 139 143 147 151 155.5 159.5 163.5 167.5 171.5 175.5

14 120 123.5 127 131 134.5 138 141.5 145 149 152.5 156

処属
正副
課長

15 108 111 114.5 117.5 121 124 127.5 130.5 134 137 140.5

16 96 99 102 104.5 107.5 110.5 113.5 116 119 122 125

正副区長

17 86 88.5 91 93.5 96.5 99 101.5 104 106.5 109 112

課長

18 76 78.5 80.5 83 85 87.5 89.5 92 94 96.5 99

19 68 70 72 74 76 78 80 82.5 84.5 96.5 88.5

20 61 63 64.5 66.5 68.5 70 72 74 75.5 77.5 79.5

21 54 55.5 57 59 60.5 62 63.5 65.5 67 68.5 70

事務
員

22 48.5 50 51.5 53 54.5 56 57 58.5 60 61.5 63

23 43 44.5 45.5 47 48 49.5 50.5 52 53.5 54.5 56

24 37.5 38.5 40 41 42 43 44.5 45.5 46.5 47.5 49

25 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5

勤務
員

26 28.5 29.5 30 31 32 33 33.5 34.5 35.5 36 37

27 26 27 27.5 28.5 29 30 30.5 31.5 32 33 34

28 24 24.5 25.5 26 27 27.5 28.5 29 30 30.5 31

29 22 22.5 23.5 24 24.5 25.5 26 26.5 27.5 28 28.5

30 20 20.5 21 22 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26

（出所） 入手したデータより筆者作成。



足制度作成の権限を与えられた。第2に，等級給

という唯一の賃金項目であるが，主に最低生活水

準を保障しながら労働意欲を高めることを目的と

したが，職務への執着意欲に欠け，いつも「〇級」

賃金だと呼ばれる始末であった。職務間の差は比

較的大きく，定期昇給が殆ど見られない特徴があ

る。

3．1985年賃金制度の改革

1985年の賃金制度改革は中国における2回目

の全国賃金制度改革である。中国共産党の十二回

三中全会において許可された「関与経済体制改革

的決定」の精神によって，都市部を重点とする経

済体制改革が実施されている。賃金制度は経済体

制改革の重要な部分であるため，国務院は労働人

事部から提出された賃金改革方案を許可した。し

たがって，1985年7月1日から国家機関・事業

単位で賃金制度を改革し，職務給を主な項目とし

ながらもほかの賃金項目をも体系的に整える構造

賃金制度を実施することになった。

賃金制度に関して中共中央，国務院は1985年

6月に「関与国家機関和事業単位労働者工資制度

改革問題的通知（9）」および「国家機関和事業単

位労働者工資制度改革方案」が公布された。中国

の事業単位は多種多様であり，事業単位によって

特徴が異なるので，本稿の研究範囲は国家機関と

国立大学に限っている。

1985年の賃金制度改革では下記のとおり行わ

れた。国家機関・事業単位（10）における行政人員，

専門技術者（11）はすべて職務給を主とする構造賃

金制に変更する（表3,表4参照）。賃金の機能に

よって，基礎給，職務給，勤続手当，奨励給とい

う四つの部分に分ける。基礎給は労働者の基本生

活費を概ね賄える金額によって計算し，6類賃金

区は40元/月に定められ，労働者全員が統一し

た金額を支給される。なお，職務給は労働者の職

務，責任，仕事の難易度，業務技術レベルによっ

て決定し，職務ごとにいくつかの号俸が設定され

ていて，近い職務の間で賃金額が同じとされる部

分もある（表2参照）。他方で担当している実際

の職務によって職務給が支給されるため，職務の

変動に伴って賃金も変動する。さらに労働者の仕

事表現や貢献の大きさに対する考課を定期的に行

い，十分遂行したと評価された人にはその人の職

務担当範囲で昇給を認め，遂行していないと評価

された人に対して降級を行う。昇給の金額は年度

の計画指標以内に抑えられ，勤続手当は労働者の
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表2 全国高等学校教員賃金基準表（1956年）
（単位：元）

等級
賃金基準（元）

職務名称
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一

1 300 309 318 327 336 345 354 363 372 381 390

教
授

2 250 257.5 265 272.5 280 287.5 295 302.5 310 317.5 325

3 210 216.5 222.5 229 235 241.5 248 254 260.5 266.5 273

準
教
授

4 180 185.5 191 196 201.5 207 212.5 218 223 228.5 234

5 154 158.5 163 168 172.5 177 181.5 186.5 191 195.5 200

6 130 134 138 141.5 145.5 149.5 153.5 157 161 163 169

講
師7 110 113.5 116.5 120 123 126.5 130 133 136.5 139.5 143

8 92 95 97.5 100.5 103 106 108.5 111.5 114 117 119.5

9 78 80.5 82.5 85 87.5 89.5 92 94.5 96.5 99 101.5

助
手10 68 70 72 74 76 78 80 82 84.5 86.5 88.5

11 60 62 63.5 65.5 67 69 71 72.5 74.5 76 78

12 54 55.5 57 59 60.5 62 63.5 65.5 67 68.5 70

（出所） 入手したデータより筆者作成。



勤続年数に応じて支給され，1年ごとに0.5元/月

を加算される。勤続手当の計算方法は最長は40

年と決められている。奨励金は仕事で特に顕著な

成績を取得した人に対する奨励で，労働者に対し

奨励金を一律的に支給することは禁じられている。

表3から，次のようなことがわかる。第1に，

事務員の職務給が12～42元であるのに対し，課

員のそれは24～57元で，職務間の賃金差はある

程度維持されているものの，職務間の賃金の重

なり合いが大きくなっていることである。第 2

に，課員の場合，その最高給は最低給の 2.4倍

（＝57/24）くらいで，これに勤続手当を付け加

えると，賃金の年功制の程度は多少大きくなった

ことである。

一方，このような賃金制度の整備とともに，合

理的な昇給制度を実施することが定められた。す

なわち，毎年国民経済計画の達成状況によって，

国家機関・事業単位の労働者の賃上げを考慮する

となったのである。

総じて，この時期の賃金決定メカニズムは，第

1の論点とのかかわりでは，賃金原資は基本的に

は国家の専権であり，機関・単位には奨励金の管
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表3 1985年中央，省級国家機関行政人員基礎給，職務賃金標準表（六類賃金区）

（単位：元/月）

職 務 基礎給
職務賃金標準

1 2 3 4 5 6

主席，副主席，総理 40 490 410 340

副総理，国務委員 40 340 300 270

部長，省長 40 （315） （300） 270 240 215 190 165

副部長，副省長 40 （270） （240） 215 190 165 150 140

局長，庁長 40 （190） 165 150 140 130 120

副局長，副庁長 40 （150） 140 130 120 110 100

処長 40 130 120 110 100 91 82

副処長 40 110 100 91 82 73 65

課長，主任課員 40 91 82 73 65 57 49

副課長，副主任課員 40 73 65 57 49 42 36

課員 40 57 49 42 36 30 24

事務員 40 42 36 30 24 18 12

（出所） 入手した資料より筆者作成。

（注）（ ）で表示している職務賃金標準は現行している職務給がそれに近い者だけ適用するということである。

表4 1985年教育部所属高等学校教員基礎給，職務賃金標準表（六類賃金区）

（単位：元/月）

職 務 基礎給
職務賃金標準

1 2 3 4 5 6 7 8

教授 40 （315） （260） 215 190 165 150 140 130 120

準教授 40 （190） （165） 150 140 130 120 110 100 91 82

講師 40 （110） 100 91 82 73 65 57

助手 40 57 49 42 36 30

（出所） 入手した資料より筆者作成。



理にのみ裁量権が与えられた。第2の論点とかか

わっては，中国では「計画経済」の環境のもとで

「平等主義」という思想の風土が形成されたが，

これを打ち破るために「労働に応じた分配」を前

提とする職務別構造賃金制度が施行された。この

際の職務は責任，仕事の難易度，能力を重視する

側面と完成度と貢献度の差異をも反映する職務給

の側面ともある特徴だといえる。

4．1993年賃金制度の改革

1993年賃金制度の改革は中国における第3回

目の全国的な賃金改革である。「国務院関与機関

和事業単位労働者工資制度改革問題的通知」と

「国務院弁公庁関与印発機関，事業単位工資制度

三個実施弁法的通知」の規定によって，改革の要

点が次のようにまとめられた。

�国家機関・事業単位によって異なる賃金制度

を実施する。機関幹部，機関工人，事業単位の職

員，事業単位の技術者，事業単位の工人に対して

各自の賃金基準によって賃金の支払いを実施する。

�競争，インセンティブ制度を導入し，昇給は年

度考課と関連づける。�賃金は国民経済の成長に

従って計画的に昇給を行い，物価の変動によって

賃金額を調整し，昇給内容を設定する。

1993年の賃金改革の目的は，改革開放を実行

し社会主義市場経済体系を建立することを前提に

して，労働に応じた分配原則に基づき，平等主義

を克服し，労働者の賃金が実際の貢献と一致する

ように，機関および事業単位の特徴に合わせて賃

金制度を作ることである。今回の改革によって，

機関と事業単位の賃金制度が分離され，各自の賃

金制度が作成された。1993年の賃金改革のあと，

機関幹部の賃金制度は職務級別賃金制に変更され

た。1993年賃金改革の内容は次のようにまとめ

られている。

�機関は職務等級制を実施する。職務給，級別

給，勤続給，基礎給という4つから構成する（表

5,表6参照）。職務給は労働者が担当している職

務によって固定金額が定められており，職務と勤

続年数の変動によって賃金額が変動するが，年度

考課によって2年連続して「合格」以上であれば，
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表5 機関単位の職務等級基準（1993年）

（単位：元/月）

職務標準等級
職務給 級別給 基礎

給
勤続
給1 2 3 4 5 6 7 8 級別 賃金基準

主席，副主席，総理 480 555 630 勤
続
年
数
が
一
年
増
加
す
れ
ば
、
一
元
給
付
す
る
こ
と
。

副総理，国務委員 400 460 520 580

部長，省長 330 380 430 480 530

副部長，副省長 270 315 360 405 450

司長，庁，局長 215 255 295 335 375 415

副司長，副庁，副局長 175 210 245 280 315 350

処長，県長 144 174 204 234 264 294

副処長，副県長 118 143 168 193 218 243

課長，主任課員 96 116 136 156 176 196 216

副課長，副主任課員 79 94 109 124 139 154 169

課員 63 75 87 99 111 123 135 147

弁事員 50 60 70 80 90 100 110 120

（出所） 入手した資料により筆者作成。

一 470 90

二 425 90

三 382 90

四 340 90

五 298 90

六 263 90

七 228 90

八 193 90

九 164 90

十 135 90

十一 111 90

十二 92 90

十三 77 90

十四 65 90

十五 55 90



現職の賃金基準範囲内で1号俸上げられる。級別

給は国家機関の場合に15等級と定め，労働者の

経験資格と能力によって決められ，現職のうちに

5年連続して人事考課が「合格」以上か，あるい

は連続して3年人事考課が「優秀」と認めた場合，

本職の職務が対応する級別の範囲で1等級上げる。

勤続給は勤続年数を1年増加すれば1元支給され，

定年退職まで増額する形をとる。基礎給は労働者

の生活を維持させるために設定される項目で，職

務給や級別給とは関係なく全員が等しく毎月90

元が支給される。

表5と表6から，次の事実が確認できる。1つ

は，たとえば，弁事員の職務給が50～120元であ

るのに対し，課員のそれは63～147元で，職務間

の賃金の重なり合いが大きくなり，職務間の賃金

の差が小さくなっていることである。もう1つは，

たとえば課員の場合，職務給の最高額は最低額の

2.3倍（＝147/63）くらいで，従来とそれほど変

わらないものの，課員の格付けられる級が十四級

～九級までとなり，その影響で級別給が65元か

ら164元までの幅をもつようになったため，以前

に比べ，賃金の年功制の程度が相当程度大きくなっ

たことである。

�事業単位ごとに異なる類型の賃金制度を実施

する（表7参照）が，事業単位の種類が非常に多

いため，団体ごとに異なる賃金制度を実施する。

専門技術者に対しては5種類の賃金制度を適用す

る。事業単位の職員は職員職務等級賃金制度を，

専門技術者は各種類の専門技術職務賃金制を適用

する。なお賃金構造は職務給「固定金額」と事業

単位手当「活の部分」からなり，「固定金額」と

は国家に定められる賃金金額表があり，地域を問

わず全国同じ金額だということである。そのなか，

教員職の職務給は労働に応じた分配を体現し，教

員職の手当は実際の仕事の量と質によって支給す

る。職員職の職務給は能力と責任度を表し，崗位

目標管理手当は責任度と崗位目標の完成度にした

がって支給する。

事業単位における手当の割合は政府部門から認

定された全額財政給付型，差額財政給付型，自収
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表6 機関単位における職務と等級との対応表（1993年）

級別

一 総理

二 副総理，
国務委員三 部長

省長四 副部長
副省長五

司長，
庁・局
長

六
副司長
副庁・
局長

七

処長
県長

八

副処長
副県長

九

課長，
主任課
員

副課長，
副主任
課員 課員

十

弁事
員

十一

十二

十三

十四

十五

（出所） 入手した資料により筆者作成。



自支型という3つのタイプによって定められてい

る。全額財政給付型の場合，「固定金額」の部分

の比例は70％，「活」の部分の比例は30％である。

差額財政給付型の場合は，「固定金額」の部分の

比例は60％，「活」の部分の比例は40％である。

自収自支型の場合は，単位の実情と収益によって

決められるが，「活」の部分の比例は50％以下に

収まることになっている。手当は全国統一な基準

ではなく，地域政府に裁量権を与えられており，

地域ごとに差異がある。機関単位の年末奨励金は

本人の査定された年度の第12月賃金の職務給＋

級別給＋基礎給＋勤続給の4つの項目の合計に相

当する金額である。機関・事業単位の年末奨励金

は本人の査定された年度の第12月賃金に相当す

る金額である。

以上を要するに，この時期の賃金決定メカニズ

ムは，第1に，改革開放に伴い各省の間の経済水

準が生じたことから，賃金原資を各省が直接負担

するようになり，事業単位に手当の裁量権を財政

給付型によってある程度与えられ，第2に，依然

として職務給を前提にして，職務別に異なった賃

金等級幅を設定することによって，職務の差異を

峻別し，職務の転換による昇給幅が変わり，なお

同一職務においても勤続年数の増加に従って，一

定の賃金等級幅の範囲内で昇給することができる

特徴がある。

5．2006年賃金制度の改革

2006年の賃金制度の改革は第4回目の全国的

な賃金改革である。前3回の改革と比べ，今回の

改革は内容が更に多くなった。「国務院関与改革

公務員工資制度的通知」および「人事部，財政部

関与印発事業単位労働者収入分配制度改革方案的

通知」などの公的政策によって，機関公務員は職

務と級別を合わせた賃金制度を実施されること，

事業単位は崗位業績給制度を設定されること，機

関，事業単位における手当制度を完備すること，
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表7 事業単位における職員，教員の職務給基準（1993年）
（単位：元/月）

職務等級
職務給基準

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

教授 390 430 470 520 570 620 670

準教授 275 305 335 365 395 435 475 515 555

講師 205 225 245 265 285 315 345 375 405 435

助手 165 179 193 213 233 253

職務等級
職務給基準

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

一級職員 480 520 560 605 650 695

二級職員 335 370 405 440 480 520 560

三級職員 235 260 285 310 340 370 400 430

四級職員 180 198 216 234 252 276 300 324 348 372

五級職員 160 174 188 202 216 233 250 267

六級職員 145 157 169 181 193 207 221 235

（出所） 入手した資料により筆者作成。

（注） 事業単位と機関単位を分離した賃金制度によって実施されるので，元々の使っていた職員職に関する呼び方は機関単位と

同じ役職をキャンセルして，一級～六級職員と呼ばれるようになった。（ ）の中は機関単位の役職名と対応して記入した。



機関，事業単位の定年退職者に関する年金待遇制

度，などが定められている。

� 公務員の職級賃金制度改革（表8,表9参

照）

①基本給の構成を簡略し，賃金のインセンティ

ブ機能を強調することである。即ち公務員の基本

給は職務給，級別給から構成される。そして，賃

金基準を合理的に設定することで，低い職務を持

つ人に適切な賃金額を与え，職務，級別間の格差

を公平に縮めることが目的とする。職務給は，公

務員の仕事責任の重さの体現で，一つの職務が一

つの賃金基準に対応する，言い換えれば崗位間の

責任の大きさを反映するものであるため，リーダー

職務と非リーダー職務は違う賃金基準に対応する

ことになる。級別給は，主に公務員の仕事に関す

る実績と経験資格を表し，職務ごとにいくつかの

号俸が設定されており，任命された職務，徳才，

仕事の実績と経験資格によって級別と級別給の号

俸が決められ，それに対応する賃金基準を支給さ

れる。基本給の構成の簡略は，従来の賃金制度に

おける機能重複という欠点を解決し，各部分の役

割がより一層よく発揮できるようになった。以上

の点から，職務級別間の格差を適当に設定するこ

とによって，賃金関係を調整し，公務員の責任及

び貢献の大きさを更によく体現することができた

のである。

表8と表9から，次のことがわかる。第1に，

事務員の職務給が340元，課員のそれが380元で，

職務間の賃金差は小さい。第2に，たとえば課員

の場合，それに対応する級別は18�26級で，その

級別給の賃金額は最低が320元，最高が1294元

である。最低額に比べた最高額の倍率は4倍を超

える。職務そのものよりは，「経験」と「評価」

が，労働者の賃金に及ぼす影響が大きい構造になっ

たのである。

②賃金制度の改革を手当の適正化と同時に実施

する，即ち手当支給額の総量を把握し，そのうえ

で公務員の職級賃金制度の改革の中に手当の一部

分を基本給に含めるものである。このことで賃金

総額における基本給の割合を高め，公務員の賃金

構造を合理化する。その際，手当水準を正しく定

め，厳しく管理することが，機関と事業単位にお

ける人員賃金収入の分配秩序を正しくするための

土台となる。

③昇給制度を完備し，賃金調整の制度化，規範
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表8 公務員の職務給基準表（2006年）
（単位：元/月）

リーダー職 基 準 非リーダー職 基 準 リーダー職 非リーダー職 対応級別

国家級正職 4000 ― ― 国家級正職 ― 1

国家級副職 3200 ― ― 国家級副職 ― 2�4

省部級正職 2510 ― ― 省部級正職 ― 4�8

省部級副職 1900 ― ― 省部級副職 ― 6�10

庁局級正職 1410 巡視員 1290 庁局級正職 巡視員 8�13

庁局級副職 1080 副巡視員 990 庁局級副職 副巡視員 10�15

県処級正職 830 調研員 760 県処級正職 調研員 12�18

県処級副職 640 副調研員 590 県処級副職 副調研員 14�20

郷課級正職 510 主任課員 480 郷課級正職 主任課員 16�22

郷課級副職 430 副主任課員 410 郷課級副職 副主任課員 17�24

― ― 課員 380 ― 課員 18�26

― ― 事務員 340 ― ― ―

（出所）「公務員職務与級別管理規定」により筆者作成。



化を実現する。さらに公務員の基本給構造の調整

を通じて昇給制度も調整し，公務員が昇進した際

に職務給と級別給を賃上げする。その際人事考課

によって2年連続して「合格」であれば1号俸上

げられ，5年連続して「合格」であれば一等級上

げられる。「公務員法」の規定によれば賃金調査

制度を設置することになっており，公務員の賃金

水準を定期的に調査，比較することを通じて，公

務員の賃金水準を調整するための科学的な根拠を

整える。さらに国が賃金調整の結果や，国民経済

水準，財政状況，物価水準などによって，賃金基

準を調整する。④年末一時奨励金制度を実施し，

人事考課によって「合格」及び「合格」以上であ

る人に対して一時奨励金を支給する。基準は本人

の考課年度の第12月の基本給に相当する金額で

ある。

上記の分析によって，今回の改革は低い職務を

持つ公務員に有利となった。中国では，県（12）以

下の基礎部門に勤めている人と課級以下の職務を

持つ人が大多数であるため，これらの公務員たち

の就業意識を安定させ，昇進の競争を緩和するが，

賃金制度の改革時に考慮されたのである。具体的

には，公務員の級の数が15等級から27等級に増

加し，各職務に対応する等級の数が増加した。た

とえば，課員と弁事員は今までの6つの級から9

つの級に増加し，副課長は今までの5つの級から
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表9 公務員の級別給基準表（2006年）
（単位：元/月）

グレード
号 俸 各グレード

の号俸差1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

一 3020 3180 3340 3500 3660 3820 160

二 2770 2915 3060 3205 3350 3495 3640 145

三 2530 2670 2810 2950 3090 3230 3370 3510 140

四 2290 2426 2562 2698 2834 2970 3106 3242 3378 136

五 2070 2202 2334 2466 2598 2730 2862 2994 3126 3258 132

六 1870 1996 2122 2248 2374 2500 2626 2752 2878 3004 3130 126

七 1700 1818 1936 2054 2172 2290 2408 2526 2644 2762 2880 118

八 1560 1669 1778 1887 1996 2105 2214 2323 2432 2541 2650 109

九 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138 2238 2338 2438 100

十 1324 1416 1508 1600 1692 1784 1876 1968 2060 2152 2244 92

十一 1217 1302 1387 1472 1557 1642 1727 1812 1897 1982 2067 2152 85

十二 1117 1196 1275 1354 1433 1512 1591 1670 1749 1828 1907 1986 2065 79

十三 1024 1098 1172 1246 1320 1394 1468 1542 1616 1690 1764 1838 1912 1986 74

十四 938 1007 1076 1145 1214 1283 1352 1421 1490 1559 1628 1697 1766 1835 69

十五 859 924 989 1054 1119 1184 1249 1314 1379 1444 1509 1574 1639 1704 65

十六 786 847 908 969 1030 1091 1152 1213 1274 1335 1396 1457 1518 1579 61

十七 719 776 833 890 947 1004 1061 1118 1175 1232 1289 1346 1403 57

十八 658 711 764 817 870 923 976 1029 1082 1135 1188 1241 1294 53

十九 602 651 700 749 798 847 896 945 994 1043 1092 1141 49

二十 551 596 641 686 731 776 821 866 911 956 1001 45

二十一 504 545 586 627 668 709 750 791 832 873 41

二十二 461 498 535 572 609 646 683 720 757 37

二十三 422 455 488 521 554 587 620 653 33

二十四 386 416 446 476 506 536 566 596 30

二十五 352 380 408 436 464 492 520 28

二十六 320 347 374 401 428 455 27

二十七 290 316 342 368 394 420 26

（出所） 入手した資料により筆者作成。



8つの級に増加したのである。すなわち，低い職

務を持つ公務員に対して，昇級の可能性が十分に

与えられたわけである。なお，賃金総額を占める

級別給の比率が大きくなることは，昇級に伴う役

割や能力発揮の余地が飛躍的に向上することを意

味する。要するに，増加した数の等級が賃金額と

関連することは，そもそも上位職務の数が限られ

る問題を緩和できるだけでなく，公務員の昇進が

難しい状況下における待遇の全般的な向上に結び

つくといえよう。

� 事業単位における崗位業績給賃金制度の

改革（表10参照）

現行の賃金制度を改革し，崗位業績を反映と賃

金制度を細分化によって管理する分配制度を作成

する。さらに事業単位の特徴に合わせ，崗位業績

と分級分類によって収入分配制度を設立する。

①事業単位の特徴を体現できる収入分配制度を

作成する。制度上，公務員賃金制度とも分離し，

崗位業績給制度は崗位と業績に対するインセンティ

ブの割合を高める際に，労働者の収入と崗位責任，

仕事業績，実際の貢献と連動させる。事業単位の

全体の収入水準は団体が完成した社会公益目標と

人事考課の結果によるため，公共サービス水準の

向上と同時に，労働者のモチベーションを高める

ことに繋がる。さらに賃金制度の運用上事業単位

の雇用制と雇用期間及び人事考課の結果によって，

毎年1号俸を上げられる。崗位業績給の構成は崗

位給，勤続給，業績給，手当という四つの部分か

らなり，崗位給と勤続給を合わせて基本給と呼ば

れ，国家の統一の政策と基準によって実施される。

崗位給は主に任用された崗位の責任と要求を表し，

「事業単位」は専業技術崗位，職員崗位に分けら

れ，専門技術崗位は13等級，職員崗位は10等級

に設定され，異なる等級の崗位は賃金額に対応す

る。勤続給は主に従業員の仕事のパフォーマンス

と経験を表し，号俸ごとに給与基準に対応する。

異なる崗位に違うスタート号俸数を決められる。

専門技術人員と職員を同じ65号俸設定される。

業績給は主に従業員の実績と貢献を表し，収入分

配の中の「活」の部分である。国は事業単位業績

給の分配総量をコントロールし，調整のうえで政

策の指導をする。各省は国の相関政策及び規定に

よって，事業単位における業績給分配に関する具
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表10 事業単位職員・教員職務給基準，号俸基準（2006年）
（単位：元/月）

崗位 等級 崗位給 崗位 等級 崗位給 号俸 基準 号俸 基準 号俸 基準 号俸 基準 号俸 基準

正部 1級 2750 院士 1級 2800 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720

副部 2級 2130

教授

2級 1900 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785

正庁 3級 1640 3級 1630 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850

副庁 4級 1305 4級 1420 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920

処長 5級 1045
準教

授

5級 1180 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990

副処長 6級 850 6級 1040 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060

課長 7級 720 7級 930 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130

副課長 8級 640

講師

8級 780 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200

ヒラ 9級 590 9級 730 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280

ヒラ 10級 550 10級 680 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360

助手

11級 620 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440

12級 590 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520

13級 550 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600

（出所） 入手した資料により筆者作成。



体的な実施方案を作成して，事業単位の業績給の

総体水準を調整する。事業単位は省政府によって

確定された業績給の総量内で，規定された分配秩

序と要求柔軟で多様な分配形式と政策を利用する。

各団体が独自に業績給の分配を決定するが，業績

給は実績と貢献に基づいて合理的な格差をつける

必要がある。業績給制度を実施した後は年末一次

ボーナスを取り消し，1ヶ月分の基本給に相当す

る金額および，地域付加手当を業績給に加算する。

②合理的な昇給制度を完備する。即ち人事考課

によって「合格」及び以上である人に対して毎年

1号俸を引き上げ，崗位が変わった場合は変わっ

た後の崗位に対応する賃金額を支給する。さらに

経済状況，財政状況，企業賃金水準と物価変動等々

の要素によって，基本給の金額と偏遠地域手当と

特殊崗位手当の金額を調整する。

以上を総じて，この時期の賃金決定メカニズム

の特徴は，以下のようにまとめられる。まず，冒

頭で提起した第1の論点とかかわっては，機関・

単位の賃金原資は所属する行政区が負担するよう

になった。機関・事業単位は所属する省の物価水

準と当該企業の賃金水準に合わせた手当基準を決

める裁量権が与えられた。次に，第2の論点とか

かわっては，2006年制度は職務ごとに単一な金

額に対応する構造になった代わりに，単一な金額

しか対応しない級別給は 2006年制度導入後，1

つの等級に対していくつかの号俸が設定されるよ

うになった。すなわち，賃金構造の変化からみる

と，年功制の色彩が強くなったことが判断できた。

6．おわりに

以上，4つの段階に分けられる中国パブリック

セクターの賃金決定メカニズムの変化を検討して

きた。これをふまえ，本稿の冒頭で提示した2つ

の論点に添って，本論の内容を要約しよう。第1

の問いは，機関・単位ごとの賃金原資とその配分

原則をどのように決め，機関・単位ごとの賃金決

定の自律性をどこまで認めるかであった。この問

いに答える形で，歴史的な変化の全体像をまとめ

ると，次のようになる。

1956年賃金制度では，国家による集権的な決

定が行われる機関・単位の自律性はほとんどなく，

1985年賃金制度を導入した後，国家による集権

的な決定が維持されたものの，奨励金において機

関・単位ごとの自律性を認めた。1993年になる

と，賃金決定の集権性が弱まって機関・事業単位

の特徴に合わせた賃金制度作りが可能となり，

2006年の場合，賃金決定の集権性が大分弱まり，

賃金を決める権限が機関と事業単位に相当程度委

譲されたといえる。

なお，第2の問いは，どのような賃金項目をもっ

て賃金を構成し，その際何を重視するかであった。

この問いに答える形で，本論で検討した歴史変化

の全体像を要約すると，次のようになる。

1956年には，職務が重視され，職務間の差は

比較的に大きく，年功制の程度は相対的に小さかっ

たと特徴づけられる。ただし，このうち後者の特

徴は，大躍進と文化大革命を経るなかで薄れ，む

しろ平等主義的になっていったと指摘される（13）。

1985年制度では，平等主義的になってきた賃金

の立て直しを図る意味で職務が再び重視されたも

のの，ほかの賃金項目が付け加えられ，全体的に

は年功的な側面も考慮されるようになった。1993

年賃金制度の改革にしたがい，依然として職務給

が維持されているものの，職務間の重なり合いが

大きくなり，なお年功制の程度も増大したと特徴

づけられる。そして，2006年制度の導入によっ

て，職務給が形態としては残されたものの，その

意味は薄れ，代わりに経験と評価に依存する級別

給の割合が大きくなり，結果的に年功制の程度が

非常に増大したといえる。

このように本稿は，強力な中央集権的社会主義

経済から出発した中国経済が改革開放を転機とし

た社会主義的市場経済に変貌するなかで，賃金を

決定する原理と仕組みをどのように変えてきたの

かを解明した。これは，本稿の一つの意義である。

ただし，残された課題がないわけではない。その

最たるものは，賃金制度の変化に着目しただけで，

賃金実態の分析にはメスが入れられなかったこと

である。制度と実態との間にはギャップがあり得

るゆえ，全体像の検討には実態の分析が欠かせな
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いが，これについては次の課題にしたい。

（1） 陳耀発，「中国機関事業単位現行工資制度利弊

分析及対策」『社科縦横』，2005年10月総第20

巻第5期，81�85頁。

（2） 厖革英，「深化機関事業単位医工資分配制度改

革的思考」『金融与経済』，2004年第7期，62�63

頁。

（3） 顧海強，「深化機関事業単位工資制度改革的幾

点思考」『人材資源開発』，2018年10月,12�13

頁。

（4） 森建資，「賃金決定の二階構造」『日本労働研究

雑誌』No.562,2007年。

（5） 禹宗�，「戦後における資格給の形成」『大原社

会問題研究所雑誌』No.688,2016年。

（6） 李捷生，『中国「国有企業」の経営と労使関係：

鉄鋼産業の事例「1950年代�90年代」』，御茶の水

書房，2000年。

（7） 供銷合作社企業とは実際のニーズによって，政

府から委託された仕事を担当し，「三農」にサー

ビスを提供する部門である。「三農」とは，農村，

農業，農民のことを指す。

（8） 1960年に科学研究者，大学教員の等級は12等

級から13等級に変更し，13等級の基準は国家機

関の22等級の基準と一致するのである。そのた

め，13等級という言い方になった。

（9） 普通中，小学校と幼稚園は1985年1月1日に

新しい制度が実施し，国家機関と他の事業単位は

1985年7月1日に新しい制度を実施することに

なっている。

（10） 事業単位の場合，団体の種類が多くて，本文で

は，大学の教員だけを紹介する。

（11） 専門技術者とは教員，エンジニア，経理，統計

師，経済師，翻訳，実験師，図書資料員，アナウ

ンサー等々の資格を持っている人を指す。

（12） 中国の県というのは「市」と「村」の間にある

行政区分である。

（13） 前掲，李（2000），64頁。
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